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2040年を展望した社会保障・働き方改革の検討について

○ ２０４０年を見通すと、現役世代（担い手）の減少が最大の課題。一方、高齢者の「若返り」が見られ、就業も増加。今後、国民誰もが、より長く、元
気に活躍できるよう、①多様な就労・社会参加の環境整備や②健康寿命の延伸を進めるとともに、③医療・福祉サービスの改革による生産性の向
上を図りつつ、④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保を進めることが必要。
○ このため、｢２０４０年を展望した社会保障・働き方改革本部｣を設置するとともに、部局横断的な政策課題について、従来の所掌にとらわれること
なく取り組むためプロジェクトチームを設けて検討する。

趣旨

横断的課題に関するプロジェクトチーム

本部長 ：厚生労働大臣

本部員 ：
厚生労働事務次官、厚生労働審議官、
医務技監、その他部局長

2040年を展望した社会保障・働き方改革本部

※プロジェクトチームにおける検討を基に改革案
を審議

本部長代理 ：厚生労働副大臣
厚生労働大臣政務官

事務局長 ：政策統括官（総合政策担当）

①健康寿命延伸ＰT（疾病予防・介護予防に関する施策等）
主査：奈尾審議官（健康局） 副主査：八神審議官（保険局）、大坪審議官、江崎統括調整官

③医療・福祉サービス改革ＰT（ロボット、AI、ICTの実用化等）
主査：諏訪園審議官（老健局） 副主査：迫井審議官（医政局）、江崎統括調整官

④高齢者雇用ＰT （高齢者の雇用就業機会の確保等）
主査：達谷窟高齢・障害者雇用開発審議官 副主査：岸本審議官（職業安定局）、井内審議官（人材開発統括官）

⑦地域共生ＰT （縦割りを超えた地域における包括的な支援体制の整備等）
主査：中村審議官（政策統括官（総合政策担当））
副主査：辺見審議官（社会・援護局）、依田審議官（子ども家庭局）、橋本障害保健福祉部長、諏訪園審議官（老健局)

②疾病・介護予防、健康づくり実証事業推進ＰT（予防・健康づくりの実証事業）
主査：奈尾審議官（健康局） 主査代理：山下医療介護連携政策課長
副主査：佐々木厚生科学課長、田口歯科保健課長、神ノ田健康課長、江浪がん・疾病対策課長、岡野認知症施策推進
室長、眞鍋老人保健課長、熊木国民健康保険課長、朝川参事官

⑤就職氷河期世代活躍支援ＰT（就職氷河期世代の活躍支援）
主査：土屋厚生労働審議官
副主査：井内審議官（人材開発統括官）、小林職業安定局長、藤澤雇用環境・均等局長、谷内社会・援護局長、定塚人材
開発統括官、伊原政策統括官、山田審議官（統計、総合政策、政策評価担当）

⑥障害者雇用・福祉連携強化ＰT （雇用施策と福祉施策の連携等）
主査：土屋厚生労働審議官 副主査：達谷窟高齢・障害者雇用開発審議官、橋本障害保健福祉部長

⑧賃金底上げＰT （最低賃金を含む賃金引き上げをしやすい環境の整備等）
主査：土屋厚生労働審議官
副主査：吉永審議官（労働基準局）、吉田医政局長、浅沼生活衛生・食品安全審議官、坂口労働基準局長、小林職業安
定局長、藤澤雇用環境・均等局長、渡辺子ども家庭局長、谷内社会・援護局長、橋本障害保健福祉部長、大島老健局
長、濵谷保険局長、高橋年金局長、定塚人材開発統括官、伊原政策統括官
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障害者雇用・福祉連携強化ＰTについて

主査：厚生労働審議官

副主査：職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官、社会・援護局障害保健福祉部長

構 成

主な検討事項（現段階のイメージ）

・ 障害者の就労支援全体の在るべき（目指すべき）姿

・ 地域の就労支援機関の連携の強化

・ 通勤支援の在り方

・ 職場等における支援の在り方

・ 障害者雇用率制度の対象障害者の範囲

・ 障害者雇用率制度における就労継続支援Ａ型事業所の雇用者の評価

・ 就労継続支援Ａ型事業所に対する障害者雇用調整金の取扱い

・ 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保の在り方 等

（参考）開催状況

第１回 令和元年７月２５日 議事：（１）今後の検討の進め方について （２）その他

第２回 令和元年８月７日 議事：（１）障害者雇用と福祉の連携強化に向けた検討体制の充実（案）について （２）その他

第３回 令和元年10月２日 議事：関係者ヒアリング①（社会福祉法人りべるたす理事長 伊藤佳世子氏（重度障害者の就

労支援について））

第４回 令和元年10月７日 議事：関係者ヒアリング②（(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構副統括研究員 春名由一郎氏

（海外事例について）)

第５回 令和元年10月18日 議事：（１）分身ロボットカフェの視察について （２）その他

第６回 令和元年11月12日 議事：関係者ヒアリング③（公益社団法人全国脊髄損傷者連合会（代表理事大濱眞氏）、

一般社団法人日本ＡＬＳ協会（会長嶋守恵之氏）（通勤支援や職場等における支援

等の在り方について））
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通勤や職場等における支援の在り方について

〇 このため、現在、省内に設置した「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム」[参考６]において、障害者の就労
支援に関する、雇用と福祉の一体的展開の推進に係る諸課題の一つとして、「通勤や職場等における支援の在り方」
についても総合的に対応策を検討中。

〇 通勤や職場等における支援とは、具体的にどのような目的で、どのようなことを行うものであるかなど、その中身、
性格等を整理した上で、その提供の責任の所在と負担がどうあるべきか考え方を整理する必要があるのではないか。

主な論点

○ 障害者の就労支援については、従前より、福祉施策と労働施策との連携を進めながら対応してきたものの、特に
通勤や職場等における支援については、現時点において十分な対応が出来ていない※1との指摘が多い状況※2､3。

※1 障害福祉サービス（訪問系サービス）[参考１]は、通勤、営業活動等の経済活動に対する支援は対象外。また、障害者雇用促進法に基づく
納付金関係業務として、雇用管理のために必要な職場介助者や通勤を容易にするための通勤援助者の委嘱等を行う事業主に対して助成金
[参考２]を支給しているが、支給期間を設定。なお、障害者雇用促進法において、事業主は、過重な負担にならない範囲で、その能力の有効
な発揮に支障となっている事情を改善するために必要な措置を講ずることとされているところ[参考３]。

※2 先の通常国会での障害者雇用促進法改正案に対する衆議院・参議院厚生労働委員会の附帯決議[参考４]においても、「通勤に係る障害者へ
の継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を通勤や職場等における支援を開始する」旨が盛り込まれたところ。

現状

〇 今後の障害者の就労支援全体の目指すべき姿を展望しながら、通勤や職場等における支援について、対応策を検討
する必要があるのではないか。

〇 通勤や職場等における支援が必要な方はどの程度いるのか等実態把握をした上で、その実態を踏まえ、実際の支援の
提供に当たって、どの範囲までその支援の対象とするかなど、内容を整理する必要があるのではないか。

〇 「制度の谷間で働く機会を得られない、又は必要な支援等がないために継続して働くことができない等の障害者の置
かれた現状(上記附帯決議より)」を打開し、障害者が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会に近づけていくため、
通勤や職場等における支援について早期に検討を進め、段階的に対応策を講じる必要があるのではないか。

※3 令和元年７月30日参議院議院運営委員会理事会決定(｢木村英子議員及び舩後靖彦議員の重度訪問介護サービスに係る御要請について｣)に
おいて、「(通勤や職場等における支援の在り方等について)政府において早期に検討を進め、結論を得るように求める。」とされたところ
[参考５]。

〇 また、近年、ＩＣＴの発達、働き方の多様化などを背景に、重度の障害がある方も働ける社会が実現しつつある中
で、障害者がより働きやすい社会を目指すためには、働く際に必要となる介助などの支援の在り方は重大な課題。
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現時点の主な検討内容

〇 通勤や職場等における支援とは、具体的にどのような目的で、どのようなことを行うものであるかなど、その中身､
性格等を整理した上で、その提供の責任の所在と負担がどうあるべきか考え方を整理する必要があるのではないか。

〇 今後の障害者の就労支援全体の目指すべき姿を展望しながら、通勤や職場等における支援について、対応策を検討
する必要があるのではないか。

〇 通勤や職場等における支援が必要な方はどの程度いるのか等実態把握をした上で、その実態を踏まえ、実際の支援
の提供に当たって、どの範囲までその支援の対象とするかなど、内容を整理する必要があるのではないか。

〇 「制度の谷間で働く機会を得られない、又は必要な支援等がないために継続して働くことができない等の障害者の
置かれた現状(上記附帯決議より)」を打開し、障害者が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会に近づけてい
くため、通勤や職場等における支援について早期に検討を進め、段階的に対応策を講じる必要があるのではないか。

→ 今後も障害者が「働くこと」を一層強力に支援していく必要があり、そのためにも引き続き雇用と福祉の一体的
展開を推進し、切れ目のない就労支援を確立していくことが重要である。

→ 通勤や職場等における支援についても、雇用と福祉の一体的展開のもと、切れ目のない就労支援策として提供さ
れることを目指し、検討を深めていくのではないか。

→ 通勤や職場等における支援については、個々の障害者の障害特性や就業場所等に応じて、呼吸器等の調整や体位
変換、トイレ利用・昼食時の介助などの支援、書類の読み上げ・ページめくり・整理等の業務補助、就労支援機器
（PC入力関連機器等）の整備・操作・入力など、様々なものが考えられるのではないか。

→ 令和元年７月30日参議院議院運営委員会理事会決定や、現に「制度の谷間」に置かれた状況にあるとの障害当事
者の声等を踏まえ、引き続きスピード感を持って検討を重ねていく必要があるのではないか。

→ 現在、常時介護を必要とする「重度訪問介護を利用している方」について、
・ 就労している方がどの程度いるのか
・（今は就労していなくても）就労を希望している方がどの程度いるのか
等の実態把握を目的に、全国調査[参考７]を実施しており、当該調査結果を踏まえつつ、内容を整理していくのでは
ないか。
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○ 一定程度以上の障害者については、重度訪問介護、同行援護、行動援護といった「個別給付（義務的経費）」により訪問系サービスを提
供（マンツーマンでの対応）。
○ 個別給付については、障害者の社会参加の促進、地域での障害者の自立した生活を支える上で重要であるが、これらの制度の趣旨や人員
・財源の制約などから、「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」は対象外
としている。

重度訪問介護・同行援護・行動援護（概要）

重度訪問介護 同行援護 行動援護

対象者

○ 障害者 （重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者
若しくは精神障害者）

・ 障害支援区分４以上に該当し、次の①又は②のいずれ
かに該当する者

① 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分
調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、 「排便」のい
ずれもが「支援が不要」以外に認定されている者

② 障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目等（１
２項目）の合計点数が１０点以上である者

○ 障害者・障害児 （重度の視覚障害）

【身体介護なし】
・ 同行援護アセスメント票の基準を満たす者
【身体介護あり】
上記に加えて
① 障害支援区分２以上
② 障害支援区分調査項目のうち「歩行」にあっては「全

面的な支援が必要」に認定又は「移乗」、「移動」、「排
尿」、「排便」のいずれかが「支援が不要」以外に認定

○ 障害者・障害児 （重度の知的障害、精神障害）

・ 以下のいずれにも該当
① 障害支援区分３以上
② 障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目等
（１２項目）の合計点数が１０点以上である者

支援の
範囲

居宅における
○入浴、排せつ及び食事等の介護
○調理、洗濯及び掃除等の家事
○その他生活全般にわたる援助

外出時における
○移動中の介護

※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための
見守り等の支援を含む。

外出時における
○移動に必要な情報の提供
○移動の援護、排せつ及び食事等の介護
○その他外出時に必要な援助

○行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な
援護

○移動中の介護
○外出前後に行われる衣服の着脱介助など
○排せつ及び食事等の介護その他の障害者等が行動
する際に必要な援助

移動の
目的

○ 社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出

※ 「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ
長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」を除く

○ 社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出

※ 「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ
長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」を除く

○ 社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出

※ 「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ
長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」を除く

事業所数
7，493

（国保連データ令和元年７月）

5，964
（国保連データ令和元年７月）

1，762
（国保連データ令和元年７月）

利用者数
11，443

（国保連データ令和元年７月）
26，170

（国保連データ令和元年７月）
11，545

（国保連データ令和元年７月）

[参考１-①]

５



[参考１-②]
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雇用関係助成金（障害者雇用納付金制度に基づくもの）

○ 障害者作業施設設置等助成金

障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置・整備・賃借を行う事業主に支給（障害者1人につき

上限450万円 （作業施設の設置）等）

○ 障害者福祉施設設置等助成金

障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の福利厚生施設の

整備を行う事業主に支給（障害者1人につき上限225万円）

○ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認めら

れる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、費用の一部を助成（上限額5000万円）

障害者を介助する者の配置等を行った場合の助成措置

○ 障害者介助等助成金

障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者等の配置・委嘱を行う事業主に支給

（例：手話通訳担当者を委嘱した場合には、委嘱１回当たりの費用の３/４）

通勤の配慮を行った場合の助成措置

○ 重度障害者等通勤対策助成金

障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等に支給

（例：駐車場を賃借した場合には、障害者１人につき月上限５万円 等）

障害者が作業を容易に行えるような施設の設置等を行った場合の助成措置

平成30年度支給実績：7.3億円（5,079件）

＜平成30年度支給実績：0.5億円（87件）＞

＜平成30年度支給実績：5.7億円（4,291件）＞

＜平成30年度支給実績：1.1億円（701件）＞

[参考２]

７



（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 対象となる障害者の範囲 ： 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるため、
長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。

○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

（２）合理的配慮の内容

○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。

（別表の記載例）

【募集及び採用時】
・ 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害）
・ 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害） など

【採用後】
・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由）
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害）
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか） など

雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者
の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針
（概要）

合理的配慮指針（平成27年３月25日厚生労働大臣告示）[参考３]
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（４）過重な負担

○ 合理的配慮の提供の義務は、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除く。
事業主は、過重な負担に当たるか否かについて、次の要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。

① 事業活動への影響の程度、 ②実現困難度、 ③費用・負担の程度、
④ 企業の規模、 ⑤企業の財務状況、 ⑥公的支援の有無

○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を障害者に説明する。その場合でも、事業主
は、障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の措置を講ずる。

（３）合理的配慮の手続

○ 募集・採用時 ： 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。
採 用 後 ： 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。

○ 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。

○ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由（「過重な負担」にあたる場合は、その旨及び
その理由）を障害者に説明する。採用後において、措置に一定の時間がかかる場合はその旨を障害者に説明する。

※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。

（５）相談体制の整備

○ 事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護するた
めに必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。

○ 事業主は、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて、労働者に周知
する。 など

９



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）

（令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

十 労使、障害者団体等が参画して、雇用施策と福祉施策の一体的展開の推進を審議できる体制を速やかに整備し、制度の

谷間で働く機会を得られない、又は必要な支援等がないために継続して働くことができない等の障害者の置かれた現状を解

消するため、通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）

（令和元年六月六日参議院厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

十三、労使、障害者団体等が参画して、雇用施策と福祉施策の一体的展開の推進を審議できる体制を速やかに整備し、制度

の谷間で働く機会を得られない、又は必要な支援等がないために継続して働くことができない等の障害者の置かれた現状を

解消するため、現状の把握を行うとともに、通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討

を開始すること。

[参考４]
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[参考５]
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木村英子議員及び舩後靖彦議員の重度訪問介護サービスに係る御要請について（抄）

令和元年７月３０日議院運営委員会理事会決定

○ 令和元年６月６日の参議院厚生労働委員会の障害者雇用促進法改正案の附帯決議において、通勤や職場等における支援

の在り方等について検討を開始することとあるが、政府において早期に検討を進め、結論を得るよう求める。



「重度障害者の在宅就業に関する調査研究」について【概要】

「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成30年12月25日閣議決定）において、常時介護を必要とす
る障害者の在宅での就業支援の在り方について検討し、2021年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る
とされたことを踏まえ、在宅就業中の重度障害者の支援の在り方を検討するためその実態を把握する。

調査目的

調査研究概要

○平成31年度障害者総合福祉推進事業 指定課題

○補助基準額：500万円

○実施団体：一般社団法人 コ・イノベーション研究所

○事業内容：重度訪問介護事業所及び利用者に対するアンケート調査等

アンケート調査内容

○調査対象：全国の重度訪問介護事業所を対象とした全数調査

○調査方法：郵送調査

○調査内容

・重度訪問介護利用者数

・利用者の障害支援区分、障害の状況

・利用者の就労の有無、就労形態（企業等で雇用・自営や請負、通勤・在宅の別）

・就労希望、就労の際に必要な支援

今後のスケジュール（予定）

・１０～１１月 アンケート調査

・１２月～ ヒアリング調査

・３月 調査報告

[参考５]
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